
 

自家用有償旅客運送に係る「工程表」の記述、 

国土交通省の検討結果(回答)、地方の意見のポイント 

 

①「出先機関改革に係る工程表」（平成 21 年３月 24 日地方分権改

革推進本部決定） 

「自家用有償旅客運送及び自動車運転代行業に関する事務・権限

を都道府県に移譲する。」 

②国交省の自己仕分け及び今回の検討結果 

(1)出先機関の事務・権限仕分け（「自己仕分け」）（平成 22 年 10

月地域主権戦略会議に報告） 

 「自家用有償旅客運送について、市町村の創意工夫に委ねるた

め、希望する市町村に権限を移譲する方向で検討する。」 

(2)今回国交省から提出された回答（平成 25 年５月） 

区分：Ａ―ｂ（個々の地方自治体の発意に応じ選択的に移譲する

もの） 

区分の理由等： 

「過疎地域の移動手段、介護等福祉を支える輸送といった地域住

民の生活維持に必要な自家用有償旅客運送に関する事務・権限

については、地域で判断できる裁量を拡大するため、希望する

市町村に移譲する。（今後具体的な方法等につき検討）」 

③地方の意見（第１回有識者会議（平成 25 年４月 12 日）古川議員

提出資料） 

「現状と課題：「住民の移動手段を確保する」視点からの地方への

権限移譲が必要 

事例（自治体、民間から特区提案がされているが、却下されているもの）  

：・コミュニティバスであっても定員 11 人以上の場合には車 

両に旅客運送業の性能基準を求められる 

・2 点間の近距離観光タクシーでは定額料金を導入できず、

観光客の利便性、業界の活性化に支障 

・自家用有償運送の実施主体は、法人格を有する団体に限ら

れ、地域ボランティア組織は実施できない 

・自家用無償運送で受領できる実費に、車両償却費、保険料

等が含まれず、維持経費の捻出が困難」 

｢目標：運輸局の事務権限を地方自治体へ移譲し、地域で判断でき

る裁量を拡大」 

資料１ 
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事務・権限移譲等検討シート 

 
出先機関名：地方運輸局 No.１、３、４

事務・権限移譲等検討シート（個票） 

事務・権限名 ①総合的・基本的な政策の企画立案、横断的な公共交通活性化施策の総括 

②旅客自動車運送事業の許認可等 

③自動車運送事業に対する助成 

事務・権限の概
要 

①関係 

【目的】 

 地域公共交通の活性化及び再生のための地域における主体的な取組及び創意工

夫を総合的、一体的かつ効率的に推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社

会の実現に寄与すること。 

【根拠法令】 

・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 

【主な業務内容】 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく、地方運輸局において、

市町村から地域公共交通総合連携計画の送付を受けたときの必要な助言等。 

 

②関係 

【目的】 

輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図

るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もって公共の福祉を増進すること。

等 

【根拠法令】 

・道路運送法     等 

【主な業務内容】 

道路運送法等に基づく、自動車運転代行業、自家用有償旅客運送及び自動車道

事業に係る許認可等の実施。 

 

③関係 

【主な業務内容】 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱に基づき、生活交通が独立採

算では確保できない地域の移動手段であるバス交通、デマンド交通、離島航路・

航空路に係る路線維持等に対して助成を実施。地方運輸局においては、本事務の

申請書類の受付・送付など国土交通本省の補助的事務を実施。 

※国土交通省本省において一元的に交付決定 

予算の状況 
（単位:百万円） 

【平成 25 年度予算案】 

③関係 

30，578 百万円の内数 

※国土交通本省において一元的に交付決定 
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関係職員数 ①関係：312 人の内数 

北海道運輸局：59 人の内数、東北運輸局：14 人の内数、関東運輸局：109 人の内数、

北陸信越運輸局：10 人の内数、中部運輸局：25 人の内数、近畿運輸局：35 人の内数、

中国運輸局：15 人の内数、四国運輸局：19 人の内数、九州運輸局：26 人の内数 

（平成 25年 4 月時点） 

 

②関係：283 人の内数 

北海道運輸局：23 人の内数、東北運輸局：25 人の内数、関東運輸局：57 人の内数、

北陸信越運輸局：15 人の内数、中部運輸局：36 人の内数、近畿運輸局：45 人の内数、

中国運輸局：32 人の内数、四国運輸局：18 人の内数、九州運輸局：32 人の内数 

（平成 25年 4 月時点） 

事務量（アウト
プット） 

①関係 

・地域公共交通総合連携計画の送付を受けたときの助言数 

地域公共交通総合連携計画の件数（508 件（平成 24 年 3 月末時点））の内数 

②関係 

・自動車運転代行業に係る事務処理件数 

20,102 件（平成 20～23 年度の平均） 

・自家用有償旅客運送に係る事務処理件数 

3,252 件（平成 20～23 年度の平均） 

・自動車道事業に係る事務処理件数 

32 件（平成 20～23 年度の平均） 

地方側の意見 ＜全国知事会意見(平成 23 年８月 30 日)「移譲に向けて速やかに着手すべき事務・

権限について」（抜粋）＞ 

 「速やかに着手するもの」の第一弾として、次の事務について移管に向けた協議

を開始すること。 

  （３）地方運輸局 

・利便性の高い交通体系の構築に関する事務 

 

＜第１回地方分権改革有識者会議(平成 25 年４月 12 日)古川議員提出資料(抜粋)＞

「住民の移動手段を確保する」視点からの地方への権限移譲が必要。 

その他各方面の
意見 

＜（公社）日本バス協会 平成 25 年度政府予算、税制等に関する重点要望事項（平

成 24 年７月）＞ 

平成 25 年度政府予算における「地域公共交通確保維持改善事業（交通サバイバル

戦略）等の予算を大幅に増額していただきたい。 

 

＜全国公営交通事業都市議長会 公営交通事業関係予算に関する要望書（平成 24 年

７月）＞ 

 地方バス路線を維持するため、地域公共交通の確保・維持・改善について支援す

る地域公共交通確保維持改善事業の所要額を確保すること。 

 

平成21年工程表
における見直し
の内容 

自家用有償旅客運送及び自動車運転代行業に関する事務・権限を都道府県に移譲

する。 

また、一の都道府県内で完結する自動車道事業に関する事務・権限を都道府県に

移譲する。 
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平成21年工程表決定

又は平成22年見直し

以後の見直しの取組

状況、関連する制度

改正等（近い将来に

実施することが決ま

っているものを含

む。）当該事務・権限

の現状を的確に理解

できるような情報 

－ 

その他既往の政
府方針等 

－ 

検 討 結 果 （ 事
務・権限の区分） 
 
 
 

(区分の理由等) 

○ 過疎地域の移動手段、介護等福祉を支える輸送といった地域住民の生活維持に

必要な自家用有償旅客運送に関する事務・権限については、地域で判断できる裁

量を拡大するため、希望する市町村に移譲する。（今後具体的な方法等につき検討）

○ また、上記に併せて、住民の移動手段の確保に係る課題の根本的な解決のため

には、自家用有償旅客運送のみならず民間バスなどの地域交通の担い手全体を巻

き込んで、地域が主体となって望ましい交通ネットワークの形成を実現していく

ことが必要である。地域の交通ネットワークの構築という観点においては、もと

もと自治体を中心とした地域の主体的な取組が期待されており、一部の自治体で

は望ましい交通ネットワークを形成しようとしているが、それを実現するための

枠組が不十分となっている。このため、地域の交通ネットワークの形成に関する

主体的な取組を可能とするよう、自治体、事業者等地域の関係者の適切な役割分

担の下で、その実効性を高める新たな制度的枠組の構築を検討する。 

○ 自動車運転代行業については、都道府県公安委員会が事業者の認定を行い、地

方運輸局は利用者保護の観点から認定に際して保険加入等を確認するために協議

を受けること等とされているが、自動車運転代行業に関する事務を都道府県が自

主的かつ総合的に実施できるようにするため、自動車運転代行業に係る地方運輸

局の権限については、都道府県に移譲する方向で検討する。 

○ 自動車道事業については、観光道路など地域に密着した輸送サービスとして利

用されていることから、一の都道府県内で完結する自動車道事業に係る地方運輸

局の権限については、希望する都道府県に移譲する方向で検討する。 

○ 地域公共交通確保維持改善事業における業務については、本省で実施しており、

地方運輸局は、本事業の執行に関し、申請者であるバス事業者等の便宜を図るた

め、申請書類の受付・送付など本省の補助的業務のみを行っているにすぎないこ

とから、引き続き地方運輸局で実施する。 

○ これまでも、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条第８項に基づ

く地域公共交通総合連携計画の送付を受けた時の地方運輸局の助言については、

計画の作成主体である市町村の自主性・独立性が高められるよう、市町村から求

めがなければ行わないこととしており、今後も従前どおりとする。 

 

 

Ａ-ｂ 

（自家用有償

旅客運送（市

町村）に係る

権限の移譲） 

Ｂ 

（地域公共交

通に関する制

度的枠組みの

構築） 

Ａ-ａ 

（自動車運転

代行業に係る

権限の移譲） 

Ａ-ｂ 

（自動車道事

業に係る権限

の移譲） 

Ｃ 

（自動車運送

事業に関する

助成） 

Ｄ 

（地域公共交

通総合連携計

画に係る地方

運 輸 局 の 助

言） 
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備考  自動車運転代行業、自家用有償旅客運送及び自動車道事業に係る地方公共団体へ

の権限の移譲に際しては、法目的の適切な実現の観点から、当該地方公共団体にお

ける執行体制等を考慮しつつ、移譲の具体的な方法等について検討が必要。 
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大

※
事

例
は
、
自
治
体
・
民
間
か
ら
特
区
提
案
が
さ
れ
て
い
る
が
、
却
下
さ
れ
て
い
る
も
の

【
事

例
】コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
で
あ
っ
て
も
定
員

11
人
以
上
の
場
合
に
は
車
両
に
旅
客
運
送
業
の
性
能
基
準
を
求
め
ら
れ
る

【
事

例
】
2
点
間
の
近
距
離
観
光
タ
ク
シ
ー
で
は
定
額
料
金
を
導
入
で
き
ず
、
観
光
客
の
利
便
性
、
業
界
の
活
性
化
に
支
障

【
事

例
】
自

家
用

有
償
運

送
の
実

施
主
体

は
、
法

人
格

を
有
す

る
団
体

に
限

ら
れ
、
地

域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組

織
は
実

施
で
き
な
い

【
事

例
】
自
家
用
無
償
運
送
で
受
領
で
き
る
実
費
に
、
車
両
償
却
費
、
保
険
料
等
が
含
ま
れ
ず
、
維
持
経
費
の
捻
出
が
困
難

効
果

（
１
）

運
輸

局
の
判

断
か
ら
自

治
体

の
判

断
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
、
現

場
で
の
課

題
を
ス
ピ
ー
デ
ィ
に

解
決

（
２
）

地
域

に
お
け
る
移

動
手

段
の
確

保
に
向

け
、
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
会

社
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
役

割
分

担
（
す

み
わ
け
）
の
「
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
」
を
地
域
で
確
立 １
１

国
か
ら
地
方
へ
の
権
限
移
譲
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